
県には、福祉、医療、土木、教育、警察など県民生活にかかわるさまざまな仕事に携わる

職員がおり、その給与は条例で定められています。

県職員の給与などについて一層のご理解をいただくため、そのあらましをご紹介します。

給料表

職員手当

特別職の給料・報酬等

職員数の状況

　本県の令和元年度決算では、人件費は歳出総

額の２４．８％にあたる１，３１８億円となりました。

　その内訳は、小中学校と高等学校などの教育

関係職員分が１５．４％（８１７億円）、一般行政関

係職員分が５．６％（３０１億円）、警察関係職員

分が３．８％（２００億円）となっています。

※人件費には、共済費負担金、退職手当及び特別職の給料・報酬等を含みます

※その他の職員手当には、退職手当は含みません

　地方公務員法では、職員の給与を決める

際には、次の原則によることとされています。

●その職務と責任に応じたものとすること

●生計費を考慮すること

●国や他の都道府県の職員とのつり合いが

　とれていること

●民間企業に勤める人の給与とのつり合い、

　その他の事情を考慮すること

　具体的には、県内民間企業の給与の実態

や生計費などの調査に基づく人事委員会

勧告を踏まえ、県議会の審議を経て条例で

定められています。

　今年度は、期末・勤勉手当（ボーナス）の

支給割合を0.05月分引き下げる改定を

行っています。

平均給料月額・初任給の状況

　代表的な職種の平均給料月額と平均年齢は、

表１のとおりです。また、職種別の初任給と学

歴・経験年数別の平均給料月額は、表２のとお

りです。

　職員の給料は、行政職や研究職

などその職務に応じた９種類の給

料表で、それぞれの職務と責任の

度合いに応じて定められています。

　このうち行政職給料表適用者

（３，589人）の級別職員数と基準

となる職務は、表３のとおりです。

　職員には給料のほか、期末・勤勉手当、扶養手

当、住居手当、通勤手当などを支給しています。

　このうち期末・勤勉手当は、年間４．45月分を

支給しており、手当額算定の基礎となる給料等

の額に職制上の段階、職務の級等に応じた加算

措置があります。

　退職手当は、勤続年数や退職の理由に応じた

基本額に、職務・職責に応じた調整額を加えた額

を支給しています。基本額の支給割合は、国と

同じで、勤続２０年の場合の自己都

合退職は１９．６６９５月分、定年退

職の場合の最高限度は、勤続３５

年以上で４７．７０９月分

です。

　特別職の給料や報酬の月額は、県内の各界代

表者､学識経験者などで構成する「特別職報酬等

審議会」の答申を受けて条例で定められています。

　主な特別職の給料・報酬月額は、平成６年７月

から知事＝１３０万円、副知事＝１０２万円、議長

＝９１万円、副議長＝８６万円、議員＝７８万円と

なっています。このほか年間３．35月分の期末

手当を支給しています。

　県では、より簡素で効率的・機動的な執行体制

をつくるための定員管理に取り組んでおり、平

成１５年度から平成２７年度までの間、様々な取

組を行ってきた結果、累計約７００人を削減し、

知事部局職員数を約半世紀前（昭和３８年）の水

準以下にまでスリム化を図りました。

　職員数の状況は、表４のとおりです。

一人当たり

給与費

629万円

大
　
卒

高

卒

区 分 初 任 給 経験10年 経験20年 経験25年 経験30年

一 般 行 政 職

警 察 職

高等学校教育職

小中学校教育職

一 般 行 政 職

警 察 職

182,600

209,100

204,500

204,500

151,000

173,800

270,200

276,200

320,300

315,800

222,900

253,900

363,300

390,000

400,100

391,000

307,900

351,600

385,700

411,600

427,100

411,300

353,300

366,900

400,400

420,000

433,900

423,100

375,200

411,500

職 務

の 級
基 準となる職 務

職 員 数

（ 人 ）

構 成 比

（ % ）

本庁の部長又は局長

困難な業務を行う本庁の部次長又は局次長

本庁の課長又は担当課長

主幹、困難な業務を行う専門員又は主査

専門員又は主査、主任主事又は主任技師

主事・技師

主事・技師

９

８

６

４

３

2

1

23

4

210

672

823

484

343

3,589

本庁の部次長又は局次長

本庁の困難な業務を行う課長

課参事、課長補佐

困難な業務を行う主幹

７

５

64

966

0.64

0.11

5.85

18.72

22.93

13.49

9.56

100.00

1.78

26.92

区  分

合  計

職 員 数

令和2年 平成31年
主な増減理由

対前年

増減数

農水・土木

小 計

病 院

そ の 他

小 計

1,434

3,263

1,160

85

1,245

15,876

学級数の減等

欠員不補充

欠員補充等

欠員不補充等

一
般

行

政

部

門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

教 育 部 門

警 察 部 門

9,037

2,331

総務・企画等

保健・福祉

824

682

1,450

3,293

1,152

86

1,238

15,947

9,078

2,338

820

699

▲ 1

▲ 16

▲ 30

8

▲ 1

7

▲ 71

▲ 41

▲ 7

4

▲ 17

国民文化祭準備室の設置等

献血運動推進全国大会の

終了、事務の民間委託等

石川県アンテナショップの

リニューアル工事の完了等

金沢港機能強化整備の

完了、欠員不補充等

区 分
平 均 給 料 月 額（単価：円） 平 均 年 齢

一 般 行 政 職

警 察 職

高 等 学 校 教 育 職

小 中 学 校 教 育 職

令 和 2 年

320,400

310,000

373,000

349,900

平成31年

320,000

308,500

373,200

351,300

増減額

400

1,500

▲ 200

▲ 1,400

令 和 2 年

4 2 歳 1 月

3 7 歳 5 月

4 5 歳 1 月

4 2 歳 1 月

平成31年

41歳11月

3 7 歳 5 月

4 5 歳 1 月

4 2 歳 6 月

（注）職員数は、一般職に属する職員数です。

県職員の給与などのあらまし

（給　与）人事課        TEL ０７６(２２５)１２５３

（職員数）行政経営課  TEL ０７６(２２５)１２４６

人件費の状況

お問い合わせ

商工・労働 323 324

計

人件費の状況（部門別）（令和元年度決算）

人件費のうち職員給与費の状況
（令和2年度一般会計12月補正後予算）

歳出総額
5,308億円

給与費総額

959億円

人件費

1,318億円

（24.8%）

一般行政

部門

（5.6%）

警察部門

（3.8%）

期末・勤勉

手当

（25.2%）

その他の

職員手当

（11.1%）

給料

（63.7%）

教育部門

（１５.4%）

事業費等

（75.2%）

表2　初任給及び学歴・経験年数別平均給料月額の状況

表3　行政職給料表適用者の級別職員数の状況

（令和2年4月1日現在）（単価：円）

表1　平均給料月額及び平均年齢の状況
（各年4月1日現在）

（令和2年4月1日現在）

表4　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）（単位：人）

給与決定の仕組み


